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家庭裁判所と家庭裁判所調査官

2023年

木

第4回

良心館107番教室

裁判所には、一般的な民事事件や刑事事件を扱う地
方裁判所だけでなく、家庭裁判所という機関があるこ
とをご存じでしょうか。家庭裁判所では、家事事件や
少年事件など、一刀両断的な解決になじまない事件に
ついて、当事者の心にアプローチを踏まえた解決が行
われています。
こうした家庭裁判所には、法と心をつなぐ役割を果

たす専門のスタッフとして、「家庭裁判所調査官」と
いう職員がいます。
今回は、京都家庭裁判所の調査官から、家庭裁判所

や家裁判所調査官の仕事について、いろいろ教えても
らえますので、ぜひお越しください。

★今後の予定は、Twitterで！
Twitter: @houshoku_2022

＊当日の録画・録音等は一切禁止します。


